
要請期間中、全ての期間にご協力いただいた施設

※ 要請期間は、令和４年１月２７日（木）（遅くとも１月２９日(土)）から２月２０日（日）までとなります。

なお、１月３０日（日）以降からご協力いただいた場合には、支援金の支給要件を満たさず支給できません。
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要請期間（１月２７日(木)(遅くとも１月２９日(土))～２月２０日(日)）の全てにおいて、

□ 営業時間を５時から２１時までの間に短縮（酒類提供11時から20時まで）しました。

□ 同一グループの同一テーブルへの入店案内を４人以内としました。

□ 業種別ガイドラインや感染防止対策チェックリスト項目を遵守しました。

□ カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹底

を行いました。

※上記項目に全て該当することが協力支援金の支給要件です。

要請期間における酒類の提供時間を記入してください。

提供をやめた場合は「99:99～99:99」とご記入ください。
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での申請希望

中小企業で、参照する月の１日当たりの売上高が83,333円以下のため、売上高の確認でき

る資料の提出を省略し、協力支援金の下限額（２万５千円/日）で申請される場合、下記に

チェックを入れてください。

※この場合、申請に必要な書類のうち、売上高の確認できる資料は提出不要となります。

□ 当施設（店舗）については、協力支援金の下限額で申請します。

まん延防止等重点措置協力支援金（飲食店等）【令和４年１～２月分】
申請書【申請施設の情報】

認証店A（21時まで営業時短（酒類提供11～20時まで））として営業した場合 ＜様式1-2-ア＞


